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アンデックス株式会社 
塗装関連機器事業部 

 
１．計画前に確認頂く事項 
 
 １－１都市計画法の用途地域をご確認下さい。 
  １）住宅地域には工場は建てる事は出来ません。 
２）近隣商業・商業地域には、小規模の工場しか建てる事は出来ま 

    せん。 
３）準工業・工業・工業専用地域に工場を計画して下さい。 

 
１－２有機溶剤作業を行う場合は、「局所排気装置又は、プッシュプル  
   型換気装置を設けなければならない」と成っています。 

 これは「事業者」の責任です。 
（有機溶剤中毒予防規則 第２章 第５条 参照） 
 

換気性能は厚生労働大臣が定めた性能を満足しなければならない 
 

    換気方式 上下一様流（自動車の車体塗装の場合） 
換気量  ０．２ｍ／sec  

（ブース床面積×０．２ｍ／s×６０sec＝総風量） 
換気状態 ブース床面積を１６分割以上にし、各中心の床上 

                  １．５ｍで平均風速０・２ｍ／s以上 かつ各 
                  測定値の上限が１．５倍以下 下限０．５倍以上に 
                  入っている事 
 
  １－3 悪臭防止法により排出ガスの濃度規制がある地域があります。 
      境界線での濃度規制ですが、地域により濃度が異なりますの 
           で、都道府県庁などに事前にご確認下さい。 

※濃度規制の無い地域でも、排気ダクトは近隣に配慮した形状 
 で設置して下さい。 

 
 
 



 

 
２．工場計画が決まったら届出が必要 
 
 ２－１労働基準監督署 （労働安全衛生法 第１０章 参照） 
  １）有機溶剤設備等設置届   様式第５号  着工 30日以上前に 

必要添付書類   工場全体図及び工場周辺見取図 
                 機械の概要図 
                 カタログ 
                 圧力損失計算書 
 
  ２）機械等設置届（乾燥機用）  様式第 20号 着工 30日以上前に 

 必要添付書類    工場全体図及び工場周辺見取図 
                  機械の概要図 
                  カタログ 
                 機械の仕様明細その他 
 

 ２－２消防署 予防課 予防規則 
 
  １）火を使用する設備等の設置届 様式第４号 着工 7日以上前に 

   必要添付書類 工場全体図及び工場周辺見取図 
                  機械の概要図 
                  機械の仕様明細その他 
 
  ２）危険物（塗料など）の取扱量による規制 
    消防法では、｢危険物｣の危険性に応じて指定数量を定めています。 
    第１石油類・・・・２００ℓ 
    第２石油類・・・・１０００ℓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
    取扱数量と指定数量の比を倍数で表します。 
    指定数量の倍数が「１」以上の場合 
    危険物取扱所などの許可が必要となります。又、保管庫も 
    必要です。 
     （危険物取扱の有資格者が必要です） 
    指定数量の倍数が「０．２～１未満」の場合 
    少量危険物貯蔵取扱所の届出が必要となります。保管庫も 
    必要です。 
     （危険物取扱の有資格者は不要です） 
   ※大多数の工場の調色室は「少量」で届出を行っています。 
    指定数量の倍数が「０．２未満」の場合 
    届出の必要はありません。 
   ※大多数の工場の作業エリアはこれに該当します。 
    詳しくは、取引先塗料販売店様とご相談下さい。 
 
 
  ３）調色室を造られる場合 
    耐火構造・防爆器具・防油堤などの基準があります。所轄の消防 
        署への確認が必要となります。 
  
  ４）消火設備 
    工場面積などで、消火設備が必要と成りますので、所轄の消防署 
        で確認願います。 
 
２－３市町村 公害管理課（担当部署は確認が必要） 
 
・特定施設設置届（騒音規制法・振動規制法） 着工 30日以上前に 
コンプレッサー及び送風機の 7.5ｋｗ以上のもの 
（設置地域により規制値が違う為、事前確認が必要） 
必要添付書類   工場全体図及び工場周辺見取図 

            機械の概要図 
            機械の仕様明細その他 
 
  ・煤煙発生施設設置届・炭化水素類に係わる届出が必要となる場合が 

あります。 
 
 



 

 
３．関係官庁の検査前までに用意頂く物 
 
 ３－１作業場に掲示して頂く看板 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ３－２塗装ブースに掲示して頂く看板 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
３－３少量危険物保管庫（調色室）に掲示して頂く看板 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．作業主任者の選任（労働安全衛生法 第３章 第１４条） 
 
 事業者は、技能講習を修了した者のうちから、作業主任者を選任し、 
その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の労働省令で定め 
る事項を行わせなければならない。 

   
  有機溶剤作業主任者 

乾燥設備作業主任者（温風付ブース・乾燥炉） 
 
５．定期自主検査（有機溶剤中毒予防規則 第４章） 
 
  事業者は、１年以内に１回定期自主検査を行わなければならない。 

検査記録は３年間保管 
※自主検査は、弊社で行う事も可能です。ご用命の場合は技術課へ 
ご連絡下さい。 

 
６．作業環境測定（労働安全衛生法 第７章 第６５条） 
 
  事業者は、有害な業務を行う作業場で、必要な作業環境測定を行い、 

及びその結果を記録しておかなければならない。 
 
※作業環境測定は作業環境測定士が６ヶ月に１回（年２回）行い、結果を 
評価しなければならない。 

 
 
 



 

７． その他関係法令 
 
７－１ ＰＲＴＲ法（化学物質排出移動量届出制度） 

     事業所別に所在地の都道府県に届出を行う 
     特定化学物質（トルエン・キシレンなど）を１年間に１ｔ以上 

取扱う事業所を所有する事業者 
（常用雇用者２１人以上が対象） 
 

 ７－２ ＶＯＣ排出規制（揮発性有機化合物排出規制） 
     塗装設備 排気風量が１６６６ｍ3／min 以上  
     排出量７００ppmC 
 
 ７－３ 粉塵障害防止規則（第 8条） 
     粉塵発散の程度、作業工程によっては、全体換気装置などが必 
     要となる場合があります。 
     ※作業主任者・自主検査・作業環境測定が必要となります。 
 
 ７－４ 認証工場（専門認証工場）国土交通省・地方運輸局長の認証 
     重要保安部品の分解整備を行う場合は、認証工場又は、部分的 
     な作業に限る専門認証工場の認証を取得しなければなりませ 
     ん。 
 
8．特定業務健康診断 
 
 8－１ 有機溶剤健診 
     塗装作業・パテ作業従事者は 6ヶ月ごとに健診し結果は 5年 
      間保存 
 
 8－２ じん肺健診 
     グラインダー作業・サンディング作業・溶接作業従事者は管理 
      区分により、1年又は 3年毎に健診し結果は 7年間保存 
   
8－３ 騒音健診 

     作業場により確認下さい。健診結果は 3年間保存 
 
 8－４ 振動工具健診（行政指導） 
     振動工具を扱う業務従事者は 6ヶ月ごとに健診する事 
 
 8－５ 引金付き工具健診（行政指導） 
     引金工具・インパクトレンチ・スプレーガン・スポット溶接な 
     どを扱う業務従事者は 6ヶ月ごとに健診する事 
 
 




